
第３次東広島市農業振興基本計画
【概要版】

－活力ある農業と魅力ある農村が育むまち東広島－

令和２年３月

東 広 島 市



計画の趣旨、位置づけ、期間

東広島市では、平成21（2009）年３月に「第２次東広島市農業振興基本計画」を策定し、

「市民がともに育む豊かな農業」を目指し、農業・農村の振興を図ってきましたが、農業・農

村を取り巻く社会経済の構造が大きな転換期を迎えようとする中で、農業の持続的な発展に向

け、施策の抜本的な見直しが求められています。

このような変化に的確に対応するため、東広島市における農業振興の総合的な指針として

「第３次東広島市農業振興基本計画」を策定します。

はじめに

この計画は、国の「食料・農業・農村基本計画」［平成27（2015）年３月］、県の「2020広

島県農林水産業チャレンジプラン」［平成22（2010）年12月］の農業施策を踏まえつつ、東広

島市に適した独自の農業施策を計画するもので、東広島市の最上位計画である「第五次東広島

市総合計画」［令和２（2020）年］における農業分野の部門計画として策定します。

長期的視点から東広島市の農業が目指す姿とそれを実現するための施策の方向を示すことと

し、計画期間は令和２（2020）年度からおおむね10年間とします。

なお、その間、社会情勢の著しい変化などによって見直しの必要性が生じた場合は、計画の

見直しを柔軟に行うものとします。

（２）計画の位置づけ

（３）計画の期間

（１）計画の趣旨

さらに、本市は、古代安芸国の首長墓である三ッ城古墳や国の華と謳われた安芸国分寺など

の史跡が伝えるように、往古より豊かな稲作地帯であったことにより、安芸国の中心地として

栄えてきました。安芸国最大の穀倉地帯という大きな脈略の中で歴史が培われてきたことから、

農業は、まさしく本市の根源的な営みであると言えます。

しかし今日、農業を取り巻く諸環境は、深刻な担い手不足をはじめ、農産物の価格低迷や耕

作放棄地の増加など厳しさを増しており、本市におきましても、農業の持続的な発展を図る上

で、多くの課題が生じています。

その一方で、市内各地では、若手農業者を中心とした次世代の営農が展開されており、また、

農業を起点として様々なブランドが創出されるなど、これまでにない新たな活力が農業から芽

生えつつあります。

このような、社会的経済的諸情勢の変化に的確に対応しつつ、本市独自の農業施策を計画的

に推進していくため、このたび、第３次東広島市農業振興基本計画を策定しました。

本計画の将来像である、「活力ある農業と魅力ある農村が育むまち東広島」を実現するため

には、農業者のみならず消費者や事業者など市民の皆様が一体となり、主体的に行動いただく

ことが不可欠でございますので、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

最後に、本計画の策定にあたり、３年間にわたり、熱心にご審議いただきました東広島市農

林業振興審議会委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をいただきました市民の皆様や関係機関の

方々に対しまして、衷心より厚く御礼申し上げます。

令和２(2020)年３月
東広島市長

東広島市は、北部に緑豊かな中国山地が連なり、南部に陽光輝く瀬戸内

海を抱える豊かな自然に恵まれ、沿岸部から山間部にわたり、稲作を基幹

としながら、園芸や畜産など地域特性を活かした多彩な農業が展開されて

います。

農業は、私たちが生きていく上で欠かすことのできない食料を生産する

とともに、国土や自然環境を保全し、また、文化や民俗を伝承するなど、

多面的な機能を有し、人々の暮らしに多くの恵みをもたらしています。
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東広島市農業の現状

（３）集落法人の新規設立の鈍化と新たな連携の動き

◼ 集落法人数

14法人（H20） → 34法人（H30）

◼ 集落法人への農地集積面積

520ha（H20） → 1,078ha（H30）

（４）園芸作物の生産拡大

◼ 園芸作物の作付面積の拡大

白ねぎ ４ha（H25） → 14ha（H27）

アスパラ ７ha（H20） → ９ha（H27）

キャベツ ７ha（H20） → 12ha（H27）

（２）認定農業者、新規就農者の増加

◼ 新規就農者数

６人（H20） → 41人（H30） ※累計

◼ 認定農業者数

59経営体（H20） → 72経営体（H30）

※集落法人除く

（５）地産地消の取組拡大

◼ 産直市等売上額

209百万円（H20） → 867百万円（H30）

◼ 地場農産物の学校給食への供給

19トン（H20） → 59トン（H28）

（６）野生鳥獣による農作物被害

◼ 鳥獣農作物被害額

3,119万円（H22） → 2,701万円（H29）

◼ イノシシ（シカ）有害獣捕獲頭数

1,016(284)頭（H22） → 2,099(1,105)頭（H29）

（１）農家数の減少、高齢化、担い手不足の進展

◼ 販売農家数の減少

6,224戸（H17） → 3,995戸（H27）

◼ 担い手（後継者）不足

「後継者がいない」「後継者は農業を継がない」

（農区長） 57％

（７）市民、食品関連事業者等からの期待

◼ 市民からの農業・農村に対する期待

・「地場産農産物等の供給」74％

・「環境にやさしい農業」 43％

・「学校給食への供給」 31％

図３ 集落法人設立及び経営面積の推移

519.7
636.1 735.8

941.2 1027.7 1077.5
13

17

21

28

33
34

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0

5

10

15

20

25

30

35

H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30

経
営
面
積

(h
a)

集
落
法
人
数
累
計
（法
人
）

資料：農林水産課調べ

集落法人の経営面積
集落法人数

図４ 市内の主要な農産物直売所の売上推移
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となりの農家黒瀬店

となりの農家高屋店

となりの農家西条店

JA芸南ふれあい市

道の駅湖畔の里福富

こうち寄りん菜屋

とよさか四季菜館

福富ふるさと産品直売所

福富物産しゃくなげ館

図１ 農家数の推移

図５ イノシシ・シカ捕獲頭数及び農作物被害額
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資料：広島県（農業技術課）
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図２ 認定農業者、新規就農者数の推移
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 実施期間：平成29年９月25日～10月25日（新規就農者は９月25日～11月27日）

 実施方法：郵送による配布、回収（高校生は西条農業高校に依頼）

 調査対象の抽出：農区長、大型農家、新規就農は全数調査。消費者は住民基本台帳から無作

為抽出。食品関連企業等は東広島市、広島市、呉市に本社がある事業者を商工名鑑等から抽

出。高校生は、西条農業高校の園芸科、畜産科の１～３年生全て。

東広島市の農業振興に関するアンケート調査の結果

・個別経営（51）

・一般法人（13）
・集落法人（21）
・認定新規就農者（10）
・経営区分未回答（1）

⚫ 農業経営の課題
「機械投資に係る負担軽減」⇒62%
「生産安定、生産技術向上」⇒58%
「販路の開拓、販売促進」⇒54%
「生産資機材コストの低減」⇒53%
※認定新規就農者の78%が「労力確保」

⚫ 担い手間連携の意向

「農地、生産技術等情報交換」⇒35%

「機械の共同利用」⇒32%
⚫ 農業振興施策の課題

「認定農業者、大型農家等支援」⇒64%

「鳥獣被害対策の強化」⇒60%
「農業生産基盤の整備」⇒51%

⚫ 対策の満足度
「集落法人の設立支援」⇒14％
「新規就農者の育成」⇒14％

「認定農業者の経営安定支援」⇒11％

⚫ 後継者の有無

「いる」「確保する」⇒58%

※個別経営の「いる」「確保する」⇒51％

※集落法人の「いる」「確保する」⇒62％

「いない」「継がない」⇒38%

⚫ 今後の経営

「規模拡大」⇒30%

※認定新規就農者の50%が「規模拡大」

「現状維持」⇒45%

※販売額2千万円以上の45%が拡大意向

「縮小」「やめる」⇒17%

※個別経営の「縮小」「やめる」⇒26%

農区長 （515）

[経営部門】

水稲(392)

野菜(180)

果樹(36)

消費者（205）
⚫ 農業、農村に期待すること

「新鮮な食料供給」⇒74%
「環境にやさしい農業」⇒43%

「学校給食への農産物供給」⇒31%

※50代の男性では「就業の場」⇒45%

⚫ 水田農業の課題
「機械投資負担」⇒72%
「畦畔管理」⇒72%

⚫ 集落法人の設立
「設立してほしい」⇒29%

「必要ない」⇒17%

⚫ 農業振興施策の課題

「水田農業の担い手対策」⇒57%
「鳥獣被害対策の強化」⇒54%

⚫ 対策の必要性

「鳥獣被害対策」⇒45％
「地産地消の取組」⇒33％

「水田農業の生産向上支援」⇒32％

⚫ 後継者の有無
「いる」⇒20%
「いない」「継がない」⇒57%
「わからない」⇒22%

⚫ 今後の経営

「規模拡大」⇒３%

「現状維持」⇒37%
「縮小」「やめる」⇒36%

⚫ 対策の満足度

「集落法人の設立支援」⇒11％
「地産地消の取組」⇒10％

「農業生産基盤整備」⇒8％

⚫ 対策の必要性
「鳥獣被害対策」⇒53％
「認定農業者の経営安定支援」⇒48％

「地産地消の取組」⇒42％

[経営部門】

水稲（67）、野菜（66）

大豆、麦、そば（15）

飼料作物（13）

花（６）、果物(４)、畜産(12)

⚫ 生産者との連携で期待すること

「契約栽培による安定供給」⇒56%

「農業体験ができる場」⇒12%
「食物残渣の堆肥化」⇒11%

「農業法人等への出資」⇒７%

⚫ 市内産、県内産の仕入れ意向

「増やしたい」⇒77%

⚫ 農畜産物の仕入れで重視すること
「定量、定品質」⇒55%

「食味のよいもの」⇒45%

食品関連企業（70）

⚫ 具体的な就農方法の意向
「実家の農業経営を継ぐ」⇒９人

「自営就農」⇒10人
「農業法人に就職」⇒４人

⚫ 将来の職業としての農業への意向
「高校卒業後就農」⇒17人

※男５人、女12人
※園芸科９人、畜産科８人

「大学卒業後就農」⇒26人

高校生（233）

（ ）内の数値は回答者数。経営部門は複数回答のため、合計は一致しない。

大型農家等（96）

西条農業高校（園芸・畜産
科）の生徒１～３年生

東広島市、呉市、広島市に
事業所を置く食品関連事
業者

東広島市民（非農家）

東広島市農区長

認定農業者、認定新規就
農者、法人経営体

⚫ 農村地域で体験してみたいこと
「直売所等で農産物購入」⇒68%

「農村の景色、飲食を楽しむ」⇒48%
「芋堀りなどの体験」⇒29%
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農業・農村の有する多面的機能が持続的に発揮されるためには、集落機能を維持し、地域特

性を活かした農業により、良好な生活環境と地域社会を保全する新たな仕組みづくりをいかに

実現するかが課題となっています。

農業経営の安定と持続的な発展を促すためには、農作業の省力化等により生産性の向上を図

るとともに、農業の魅力や吸引力を高めることで、新たな人材の参画を促進する必要があり、

戦略的な経営が実践できる条件整備も含め、いかに農業の高収益化を図っていくかが課題と

なっています。

農業・農村を取り巻く環境変化に対応し、社会的にも経済的にも農業・農村の持続的な発展

を実現するため、特に対応すべき課題と解決に向けた視点を掲げます。

（２）農業の高収益化

（１）農業による地域保全

東広島市の農業振興課題

県内最大の水田農業地帯（稲作、集落営農）

沿岸部から山間地に広がる多彩な農業（園芸、畜産）

人口減少、高齢化、労

働力不足

農産物・食品市場等

の変化

農業構造等の変化
（大規模化）

「田園回帰」の動きの

拡大

農村環境保全負担の

増大

高齢化、担い手不足

の進展

新規就農者等の増

加

集落法人設立鈍化と
新たな動き

園芸作物の生産拡

大

地産地消の取組拡
大

農業生産基盤の老

朽化等
鳥獣被害の深刻化

農業振興の課題

課題（２）

農業の「高収益化」

課題（１）

農業による「地域保全」

農業を取り巻く情勢

東広島市の農業の現状

課題の解決に向けた視点

多様な担い手の

育成・確保
生産基盤の保全

農業経営の安定
化と生産性向上

農業・農村の有

する多面的機

能の維持・発揮

農を起点とした
活力の創出、収
益性の向上

市民等からの期待の

多様化

食料・農業・農村政策

（国の施策）

ＡＩ、ＩoT、ロボット技術

の農業分野への導入

拡大
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東広島市農業の目指す方向

これからの東広島市における農業振興の基本的な方針として、基本理念と将来像を次のとお

り掲げ、各種施策を展開することとします。

経
済
活
力
向
上

意欲ある者が夢と未来

を描き、地域経済に活

力を生み出す農業の

実現

（高収益化）

多
面
的
機
能
発
揮

農村資源の保全を通じ

て、地域社会と良好な

生活環境を持続させる

農業の実現

（地域保全）

活力ある農業と魅力ある農村が育むまち東広島

基本目標

基本理念と将来像を踏まえつつ、農業振興課題の解決に向けた視点に基づき、以下の五つの

基本目標を設定し、これに沿って具体的な施策を展開していきます。

⚫ 集落営農の持続的な発展
⚫ 認定農業者等次世代経営者の育成

⚫ 多様な主体による農業参画の促進

⚫需要創出、販路拡大の取組強化
⚫農産物のブランド化、６次産業化

農業・農村を牽引し、支える担い手の
育成

農を起点とした多様なビジネスの創出

とブランド化の推進

基本目標１

基本目標３ 基本目標４

基本目標５

基本目標２

⚫地産地消の推進
⚫良好な生活環境の形成

農のもつ多様な価値を活かした豊か
な市民生活の創造

⚫都市と農村の共生、交流促進
⚫良好な生活環境の形成

⚫ 生産性の高い営農基盤の確保
⚫ 優良農地の確保と農地利用の最適化の促進
⚫ 野生鳥獣による農作物被害等の低減
⚫ 平成30年７月豪雨災害の復旧・復興、減災・防災対策

⚫ 省力化、低コスト技術の実用化、普及

⚫ 環境変化に適応した新たな農業経営モデルの確立

⚫新たな農業ビジネスの創出

生産性の高い営農基盤の保全、整備

と農地利用の最適化の促進

新たな技術と地域特性を活かした生

産性の高い次世代農業の展開

将

来

像

基

本

理

念
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東広島市の目指すべき農業振興の方向性を示す基本的な目標を実現するため、以下のとおり施策

と施策の方向性を定めます。

施策体系

①多様な需要の掘り起こしと販路拡大５．農を起点と
した多様なビ
ジネスの創出
とブランド化の
推進

４．新たな技術
と地域特性を
活かした生産
性の高い次世
代農業の展開

基本目標 施策

(１)水田農業の収益

性向上

(２)園芸作物の産地

化促進

(３)畜産経営の収益

性向上

(１)販路拡大と流通体

制の充実

(２)経営の多角化、高

度化の推進

(３)新たな農業ビジネ

スの創出

①売れる米づくりの推進

①野菜振興作物の産地育成

①多様な連携による収益性の高い畜産経営

②需要に即した流通体制の構築

①農産物の付加価値向上とブランド化の推進

②多様な需要を踏まえた６次産業化の促進

施策の方向性

②適地適作による土地利用型作物等の生産振興

②果樹産地の再構築

③花き産地の育成

④多様な担い手による少量多品目農産物の生産振興

②飼養衛生管理の適正化による安定した営農基盤の確保

①地域資源の活用促進、地域特性を活かした農業ビジネスの創出

②スマート農業の活用等による次世代農業の確立

３．農業・農村
を牽引し、支え
る担い手の育
成

(１)持続的な集落営

農の組織づくり

(２)多様な主体の農

業参画の促進

(３)認定農業者等次

世代経営者の育成 ②次世代経営者の育成

①地域特性を踏まえた集落営農の組織化と安定化の推進

②集落営農組織の広域連携等促進

①次世代を担う新規就農者の確保、育成

①農業・農村を支える多様な担い手の確保、促進

２．生産性の
高い営農基盤
の保全・整備
と農地利用の
最適化の促進

(１)営農基盤の整備

(２)農地の保全、遊休

化の防止

(３)被災地等の復興・

防災、農業用施設の

保全

①農地利用の最適化の促進と優良農地の確保

②農業用施設の計画的な整備と集落ぐるみによる保全、管理

①生産性の高い土地基盤と施設整備の促進

②鳥獣被害対策の強化

①平成30年７月豪雨災害の復旧、復興と未来を見据えた減災・防災対策

②生産、流通、加工施設の整備と利用促進

１．農のもつ多
様な価値を活
かした豊かな
市民生活の創
造

(１)地産地消の推進

(２)都市と農村の共

生・交流の促進

(３)環境にやさしい農

業の推進

(４)良好な農村環境

の形成

①環境保全型農業の推進

②農村への移住、定住の促進

③土地利用の適正化と田園都市としての魅力向上

①安全・安心な農産物等の生産、流通の促進

②消費者への地場産農産物の供給拡大と食育の推進、啓発

①多様な交流の促進、農村関係人口の拡大

②バイオマス資源等の活用促進

①農村の生活環境の整備

②農業・農村の多面的機能の維持、発揮

意
欲
あ
る
者
が
夢
と
未
来
を
描
き
，
地
域
経
済
に
活
力
を
生
み
出
す
農
業
の
実
現

農
村
資
源
の
保
全
を
通
じ
て
，
地
域
社
会
と
良
好
な
生
活
環
境
を
持
続
さ
せ
る
農
業
の
実
現

活

力

あ

る

農

業

と
魅

力

あ

る

農

村

が
育

む

ま

ち

東

広

島

将来
像

基本
理念

(４)新たな技術の活

用、普及による農業

の省力化、低コスト

化の推進

①新たな技術の活用、普及による農業の省力化、低コスト化の推進
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図1-1 学校給食への地場産農産物供給状況 図1-2 農村地域で体験してみたいこと

現状・課題

農のもつ多様な価値を活かした

豊かな市民生活の創造

134
95

58
42

30
28
21
21
14
12
11

28
9

0 100 200
（回答数）※回答者数198人

直売所等で農産物を購入
農村の景色、飲食を楽しむ

芋掘りなどの体験
菓子づくりなど農産加工体験

農産物のふるさと宅配等
市民農園等で野菜づくり
伝統行事等への参加

農家民宿、バンガローに宿泊
農産物等のオーナー制度

週末、長期休暇での農村滞在
パート・アルバイト等就労

特にない
その他

18.5

22.9

43.7

64.2
59.0

9%
8%

14%

21%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

10

20

30

40

50

60

70

市
内
産
供
給
割
合
（
%
）

市
内
産
使
用
量
（ト
ン
）

資料：農林水産課調べ

市内産供給量 市内産割合

(1)地産地消の推進
(2)都市と農村の共

生・交流の促進

(3)環境にやさしい農

業の推進

②バイオマス資源等の活用促進

(4)良好な農村環境の

形成

①多様な交流の促進、農村関係人口

の拡大

②農村への移住・定住の促進

③土地利用の適正化と田園都市とし

ての魅力向上

②農業・農村の多面的機能の維持、

発揮

①農村の生活環境の整備

②消費者への地場産農産物の供給

拡大と食育の推進、啓発

①安全・安心な農産物等の生産、流

通の促進

①環境保全型農業の推進

⚫ 安全・安心な地場産農産物のさら

なる供給拡大

⚫ 少量多品目農産物の生産、出荷

を支える多様な担い手確保

⚫ 市民の購入機会の多様化、拡大

【地産地消】

⚫ 移住・定住のニーズ対応、受け入

れ体制の強化

⚫ 環境保全型農業の収益性向上

⚫ バイオマス等未利用資源の活用

【都市農村交流、環境への配慮】

目標

施策

⚫ 地域に根差した食生活の実現に向け、多様な流通や販路を通じてより多くの市民に対して安

全・安心な農産物を生産し、供給するとともに、消費者と生産者との信頼関係の構築を目指

します。

⚫ 多くの市民が農業・農村の有する多面的機能がもたらす恩恵を身近に感じ、農業・農村への

理解を深めることができるよう、農業と触れ合う機会を拡大するとともに、環境にやさしい

農業に取り組むことで、良好な生活環境の形成と豊かな市民生活の創出を目指します。

⚫ 生活の利便性確保、コミュニティの

維持、醸成

【農村環境の保全、形成】

図1-3 農地保全景観形成の取組状況

10,318

31,921

23,706
13,511

8,264
10,221

1,453

6,095

11,146

11,631

36,062

45,312

6

30
28

19
15

18

0

20,000

40,000

60,000

0

10

20

30

40

H20 H22 H24 H26 H28 H30

面
積
（㎡
）

取
組
件
数
（件
）

資料：農林水産課調べ

センチピード（面積）
シバザクラ（面積）
取組件数

※ 少量多品目農産物の生産

による農地利用促進

※ 安全・安心な農産物、

農業理解の促進

※ 交流、定住を通じた

資源活用、保全

※ 農業への関心、理解

の促進

資料：平成29年度アンケート調査（市民回答）
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※

農
地
等
の
保
全
、
管
理

生産性の高い営農基盤の保全・整備

と農地利用の最適化の促進

※ 農地等の復旧、災害対策 ※ 遊休化の防止 ※ 営農基盤の高度化

612 622

740

405
332

433

207
290

306356

501

684

0

200

400

600

800

1,000

H17 H22 H27

資料：農林業センサス

（ha）

総農家 販売農家

自給的農家 土地持ち非農家

251

233

168

144

143

128

69

56

33

0 100 200 300

用排水路

水田の排水対策

ほ場整備

農道整備

ため池等

獣肉加工施設

農産加工施設

園芸用ハウス

その他

（回答数）※回答者数513人

資料：平成29年度アンケート調査（農区長等回答）

図2-1 必要とされる生産基盤整備の意向 図2-2 耕作放棄地面積の推移

②農業用施設の計画的な整

備と集落ぐるみによる保

全、管理

①豪雨災害の復旧、復興と

未来を見据えた減災・防

災対策

①農地利用の最適化の促

進と優良農地の確保

②鳥獣被害対策の強化

①生産性の高い土地基盤と

施設整備の促進

②生産、流通、加工施設の

整備と利用促進

(2)農地の保全、遊休化

の防止
(1)営農基盤の整備

(3)被災地等の復興・防

災、農業用施設の保

全

※

農
地
利
用
の
最
適
化

現状・課題

目標

方向

⚫ 収益性の高い農業を実現する上でその基礎となる生産性の高い営農基盤を確保するとともに、

農村や都市の生活空間を面的に構成している農地を良好に維持するため、遊休農地の拡大防

止も含めた農地利用の最適化を目指します。

⚫ 野生鳥獣による農作物被害の防止対策や道路、水路、ため池等の農業用施設を良好に保全、

管理するための取組を推進するとともに、平成30年７月豪雨によって被災した農地及び農業

用施設の早期の復旧及び復興を目指します。

⚫ 担い手の営農意向等を踏まえた

営農基盤の整備

⚫ 生産施設等の整備

【営農基盤等】

⚫ 優良農地の確保と担い手への集

積等拡大、耕作放棄地拡大防止

⇒農地利用の最適化

⚫ 鳥獣被害の対策強化

【農地利用促進、鳥獣被害対策】

⚫ 早期の復旧・復興、減災・防災対

策の強化

⚫ 集落協働活動の担い手確保、コ

ミュニティ維持

【復興・防災、農業用施設の保全】

図2-3 協働作業による農業用施設の復旧

8



連携、支援

小規模、個別農家 補完

集落コミュニティを基礎とし、農村資源の活用と保全、良好な生活環境を持続させる農業経営

産地、経営を支える労働力、収益性

の高い農業を先導する農業経営

水田農業等を通じて農地を維持保全し、面的な環境の形成を担う農業経営

※ 園芸作物、畜産等

において収益性の

高い農業の展開

※ 集落のコミュニティを支え、農

道・水路等農村資源を管理

連携、支援

農業・農村を牽引し、支える

担い手の育成

図

(3)認定農業者等次世代

経営者の育成

(1)持続的な集落営農の

組織づくり

(2)多様な主体の農業

参画の促進

①次世代を担う新規就農者の確

保、育成
②次世代経営者の育成

②集落営農組織の広域連携等促

進

①地域特性を踏まえた集落営農

の組織化と安定化の推進

①農業・農村を支える多様な担い

手の確保、促進

図3-1 認定農業者の経営部門（H30） 図3-3 新規就農者数の推移（累計）

⚫ 農業・農村資源の保全に大きな役割を果たす集落営農組織や、収益性の高い農業を目指す認

定農業者をはじめとする農業経営体を育成するとともに、次世代の農業を牽引していく経営

者の育成、確保を目指します。

⚫ 他産業に従事しつつ集落のコミュニティを支える小規模農家による少量多品目農産物の生産、

障害者等の社会参画、企業の農業参入などを含め、多様な担い手の確保を目指します。

現状・課題

目標

方向

⚫ 新規就農者の早期の経営安定

⚫ 認定農業者の経営高度化、収益

性向上

⚫ 集落営農の組織化拡大

⚫ 集落営農の持続的な経営の仕組

みづくり

⚫ 農業の持続的な発展を支える担

い手の確保

【認定農業者等】

2
5

9

17
22

28

1
1

2

3

4

4

3
3

3

3

4

4

1

1

2
2

1

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

H20 H22 H24 H26 H28 H30

新
規
就
農
者
数
（人
）

野菜 水稲複合 花

果樹 いも類 肉用牛

資料：農林水産課調べ

60
15

15

2 3 3 5

資料：農林水産課調べ

水稲複合

水稲単一

野菜

花き、花壇苗

酪農

肉用牛

その他

（経営体）総計＝103経営体

【集落営農】

450.0 572.3 643.0 
825.8 

1,033.9 

1038.2 373.0 
364.4 

350.0 

303.9 

518.9 406.1 

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

Ｈ20 Ｈ22 Ｈ24 H26 H28 H30

経
営
面
積
（
ha
）

資料：農林水産課調べ

集落法人

集落法人以外

図3-2 認定農業者の経営面積の推移

【多様な担い手】
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Ｈ17

Ｈ22

Ｈ27

白ねぎの共販戸数、作付面積、販売量の推移

作付面積

販売量

共販戸数

資料：野菜振興推進計画

アスパラガスの共販戸数、作付面積、販売量の推移

作付面積

販売量

共販戸数

資料：野菜振興推進計画

H17

H22

H27

H17

H22

H27

※ 飼養管理技術

の高精度化

※ 栽培技術の高精度化

※ 畦畔管理作業等省力化

※ 次世代農業モデルの確立

※ 作業負担の軽減

※
 

土
地
利
用
型
作
物
等
の
生
産

※
 

耕
畜
連
携
に
よ
る
経
営
安
定
化

※
 

振
興
作
物
の
産
地
化

※
 

水
田
活
用
の
生
産

新たな技術と地域特性を活かした

生産性の高い次世代農業の展開

3,127 3,158
2,944

5,060

4,367

3,540

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

1,000
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（戸数）（ha）

資料：農林業センサス、農林水産課調べ

水稲（面積） 水稲（戸数）
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784
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789 827

21

16

13

25
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200
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資料：農林業センサス

乳用牛(頭数) 肉用牛(頭数)

乳用牛(戸数) 肉用牛(戸数)

4

9

14
15

18
19

9
10

9 8 9
9

28

36

55

62

88 90

33 33 33
35

57

48

0

50

100

0

10

20

H25 H26 H27 H28 H29 H30

（戸数）（ha）

資料：野菜振興推進計画

白ねぎ（面積） アスパラ（面積）

白ねぎ（戸数） アスパラ（戸数）

図4-1 主な園芸作物の栽培面積等の推移 図4-2 水稲の戸数、作付面積の推移 図4-3 主な畜産の戸数、飼養頭数の推移

(2)園芸作物の産地化

促進

①野菜振興作物の産地育成

③花き産地の育成

②果樹産地の再構築

④多様な担い手による少量

多品目農産物の生産振興

(1)水田農業の収益性

向上

(3)畜産経営の収益性

向上

①売れる米づくりの推進

②適地適作による土地利用

型作物等の生産振興

②飼養衛生管理の適正化に

よる安定した営農基盤の

確保

①多様な連携による収益性

の高い畜産経営

(4)新たな技術の活用、普及

による農業の省力化、低

コスト化の推進

⚫ 生産技術の向上及び生産コストの低減を図るとともに、効率的な生産基盤の確保を図り、地

域特性を活かし、時代にあった農業経営の展開を目指します。

⚫ 水田農業においては、土地利用型作物等の生産振興並びに集落営農を中心とした省力化及び

低コスト化に、園芸農業においては、営農基盤の確保及び経営モデルの確立に、畜産経営に

おいては、収益性の高い品種の導入及び衛生管理の適正化に取り組み、生産性の高い農業の

実現を目指します。

現状・課題

目標

方向

⚫ 園芸作物の生産性及び収益性

向上

⚫ 園芸作物の産地強化

⚫ 今後の米価の動向に対する対策

強化（主食用米の有利販売、新

規需要米等の生産性向上）

⚫ 持続的で健全な畜産経営の振興

（地域資源活用等による収益性

向上、家畜伝染病等の対応強

化）

【園芸農業】 【水田農業】 【畜産経営】
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農を起点とした多様なビジネスの

創出とブランド化の推進

図5-1 東広島市の家計消費における食料支出金額【推計】

米, 13億円
その他穀類, 38億円

生鮮野菜, 44億円

生鮮果物, 21億円

その他野菜・果物・乾物・海藻, 23億円

生鮮肉, 50億円

その他肉類, 11億円

牛乳, 11億円

乳製品, 13億円

卵, 6億円

油脂・調味料, 27億円
魚介類, 47億円菓子類, 55億円飲料, 39億円

調理食品, 100億円

酒類, 34億円

その他外食等, 151億円

資料：平成29年家計調査（広島市）、国勢調査（東広島市の世帯数）

総計（推計）684億円

(1)販路拡大と流通体制の

充実

①多様な需要の掘り起こしと販

路拡大

②需要に即した流通体制の構築

(2)経営の多角化、高度化

の推進

①農産物の付加価値向上とブラ

ンド化の推進

②多様な需要を踏まえた６次産

業化の促進

(3)新たな農業ビジネスの創出

①地域資源の活用促進、地域特

性を活かした農業ビジネスの

創出

②スマート農業の活用等による

次世代農業の確立

⚫ 農業経営の高収益化を図るため、マーケットインに基づく需要の掘り起こしや販路拡大の取

組を強化するとともに、地域産品のブランド化や６次産業化による経営の多角化を図ります。

⚫ 大学、企業、研究機関等多様な主体との連携により、地域特性を活かした取組を推進し、農

を起点とした多様なビジネスや地域産業の創出を目指します。

現状・課題

目標

方向

⚫ 多様化する地産地消需要への対

応、潜在需要の掘り起こし

⚫ 振興作物の販売戦略の検討

⚫ 販路の確保、拡大、流通、販売

体制の構築

⚫ 地域資源の価値の評価、発掘

⚫ 先進的な発想を得る外部人材、

組織等の協力体制構築

⚫ 農産物のブランド化、６次産業化

の振興

【地産地消需要への対応】 【新たな農業ビジネスの創出】 【経営の多角化、高度化】

図5-2 東広島ブランド推奨マーク
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特長ある地域農業の振興

本市の各地域における資源や特性等を踏まえ、地域ごとの主な施策の方向を示します。

◼ 地域産品のブランド力向上と研究機関等と

連携した技術高度化

◼ 若手農業者等による「高付加価値農産物」

の推進

◼ 瀬戸内の自然環境を活かした農業ビジネス

と「農」を通じた移住の促進

◼ 集落ぐるみの活動による優良農地等の維

持・保全

◼ 集落営農の組織化の推進

◼ 地域産品のブランド力の向上

◼ 若手農業者等による「高付加価値農

産物」の推進

◼ 農村資源を活かした農業ビジネスと

「農」を通じた移住の促進

◼ 集落ぐるみの活動による優良農地等

の維持・保全

◼ 集落法人の経営高度化と生産性の向

上

◼ 集落営農の収益性向上と研究機関

等と連携した技術高度化

◼ 良好なほ場環境を活かした都市近

郊型農業の展開

◼ 農村資源を活かした農業ビジネス

と「農」を通じた移住の促進

◼ 集落ぐるみの活動による優良農地

等の維持・保全

◼ 集落営農の組織化と安定化

◼ 都市圏との近接性等を活かした都市近

郊型農業の展開

◼ 若手農業者等による「高付加価値農産

物」の推進

◼ 農村資源を活かした農業ビジネスと

「農」を通じた移住の促進

◼ 集落ぐるみの活動による優良農地等の

維持・保全

◼ 集落法人の経営高度化と生産性の向上

◼ 酒米の産地振興

◼ 集落営農を中心とした稲作農業の収益

性向上

◼ 水田の高度利用化

◼ 集落ぐるみの活動による優良農地等の

維持・保全

◼ 集落法人の経営高度化と生産性の向上

◼ 道の駅を中心とした地域産品の魅力向

上と酪農の振興

◼ 若手農業者等による「高付加価値農産

物」の推進

◼ 農村資源を活かした農業ビジネスと

「農」を通じた移住の促進

◼ 集落ぐるみの活動による優良農地等の

維持・保全

◼ 集落営農の組織化と安定化

◼ 都市圏との近接性等を活かした都市近

郊型農業の展開

◼ 畜産業の振興と生産性の向上

◼ 地域産品の情報発信と販路拡大による

広域的な交流機会の創出

◼ 集落ぐるみの活動による優良農地等の

維持・保全

◼ 集落営農の組織化と安定化

◼ 良好なほ場環境を活かした都市近郊型

農業の展開

◼ 道の駅を中心とした地域産品の魅力向

上

◼ 産学官連携等による特産品の振興

◼ 集落ぐるみの活動による優良農地等の

維持・保全

◼ 集落営農の組織化と安定化

◼ 交通機能を活かした企業の農業参入の

推進

◼ 若手農業者等による「高付加価値農産

物」の推進

◼ 農村資源を活かした農業ビジネスと

「農」を通じた移住の促進

◼ 集落ぐるみの活動による優良農地等の

維持・保全

◼ 集落法人の経営高度化と生産性の向上
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計画の実現に向けて

この計画を実現していくためには、農業者、消費者、農業団体、事業者、行政機関など各関

係者が、共通認識のもと緊密に連携しながら、それぞれの役割に沿って主体的に行動すること

が重要です。

農業者は、安全・安心な農産物を生産し、市民等に供給するとともに、農地を持続的に保全

し、多面的機能の維持・発揮に寄与する役割を担います。また、これらの活動を通じて、農村

集落の活性化と良好な農村環境の形成などに寄与する役割を担います。

消費者は、農業のもつ役割や価値に対する理解を深めるとともに、東広島市で営まれる農業

の重要性を認識し、地場産農産物の積極的な消費に努めます。また、農村環境を保全するため

の活動や農業生産活動への参画などを通じ、多様な主体として農業・農村を支える役割を担い

ます。

ＪＡなどの農業団体は、構成員や農業者、行政等の関係機関のみならず、広く消費者と連携

し、消費者と農業者相互の信頼関係の構築に向けた橋渡しを行うとともに、営農指導や有利販

売に向けた取組の推進によって農業者を支援する役割を担います。

食品の加工、流通、販売に携わる事業者は、地場産農産物の使用や生産地情報などの提供を

通じて、市民に安全・安心な農産物を提供し、地産地消の推進等に寄与する役割を担います。

市をはじめとする行政機関は、行政機関の相互連携はもとより、農業者、消費者、農業団体、

事業者などと緊密に連携し、施策の推進に必要な組織体制や支援制度などを整備し、各種事業

を着実に実施・推進し、農業・農村の振興に寄与する役割を担います。

○農業者

○消費者

○農業団体（ＪＡ等）

○事業者

○行政（市、県、関係機関）

この計画を着実に推進するため、市が実施する施策・事業の進捗状況を定期的に検証し、

「東広島市総合計画」等関連計画と連動した進行管理を行いながら効果的な施策の展開を図り

ます。

この計画の進捗状況は、県、市、ＪＡ等関係機関によって構成される「東広島市農業振興戦

略会議」において報告・検証を行うとともに、農業者、消費者、学識経験者等から構成される

「東広島市農林業振興審議会」を通して、市民の声を計画の推進に反映させ、必要に応じて適

宜計画の見直しを図るなど、効果的な施策の実施に努めます。

（１）計画実現に向けた関係者の役割

（２）計画の進行管理

13



（１）　気象

中　部

南　部

資料：気象統計情報（気象庁）

注　 ：中部：東広島、南部：竹原

（２）　人口、世帯
単位：人

H2 H7 H12 H17 H22 H27

世帯数 45,787 60,497 67,911 76,018 80,986 84,847

人口 142,088 165,153 175,346 184,430 190,135 192,907

0～14歳 27,359 28,737 28,421 27,581 27,433 27,521

15～64歳 95,441 113,477 119,794 126,533 125,255 119,964

65歳以上 19,159 22,933 26,599 30,235 35,473 42,209

資料：国勢調査

（３）　産業別市町内総生産（実額）の推移
単位：百万円

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

１次産業 5,162 4,762 4,666 4,505 4,629 4,439 4,270 4,688 5,134 4,825 4,570

　うち農業 4,087 3,784 3,672 3,521 3,624 3,428 3,294 3,643 4,057 3,780 3,455

２次産業 301,854 366,937 464,320 458,764 369,653 358,400 357,740 350,232 318,605 314,979 320,892

３次産業 424,649 424,296 445,929 451,985 425,965 414,684 407,389 409,391 407,096 405,379 413,246

合計 728,962 793,227 914,045 912,960 799,571 777,114 769,966 765,717 732,677 726,426 738,607

資料：広島県（統計課）

（４）　産業別就業人口の推移
単位：人

H7 H12 H17 H22 H27

１次産業 8,264 6,777 6,312 4,631 4,114

　うち農業 7,986 6,518 6,099 4,402 3,883

２次産業 30,628 29,146 29,205 27,432 27,355

３次産業 43,665 49,413 53,588 54,374 55,482

総数 82,825 86,490 90,425 91,228 90,095

資料：国勢調査

（５）　土地利用の状況
単位：ha

林野
面積

農地
住宅
用地

工業
用地

商業
用地

その他
農用地
区域

市街化
区域

市街化
調整区域

63,516 39,956 9,395 2,237 767 269 10,892 47,278 5,290 47,134 2,979 32,250

100.0% 62.9% 14.8% 3.5% 1.2% 0.4% 17.1% 74.4% 8.3% 74.2% 4.7% 50.8%

資料：総面積は平成27(2015)年都市計画現況調査、農業振興地域及び都市計画区域は農林水産課調べ

注 　：総面積は平成27(2015)年３月時点、農業振興地域及び都市計画区域は令和元(2019）年12月時点

13.8度 35.9度 -12.6度 1,478mm 1,932時間

年平均気温 最高気温 最低気温 年平均降水量 年平均日照時間

1,251mm 2,117時間

総面積
農業振
興地域

都市計
画区域

15.6度 34.8度 -4.7度

データにみる東広島市
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